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３ 流域治水プロジェクトにおけるソフト対策の取り組み状況など

□概要

流域治水プロジェクトにおいて、令和４年度の取り組み状況と令和５年度に重点的に

取り組む内容について、情報共有し、協議します。

□取り組み項目一覧表



取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(1/9)

(1)概要

□洪水浸水想定区域
想定し得る最大規模の降雨によって対象とする河川が氾濫した場合に、その氾濫水により
浸水することが想定される区域です。

浸水深の表示区分洪水浸水想定区域図

浸水深の表示区分は、建物内にいる人のリスク区分、及び大人が避難できる水深を考慮し
た表示区分により設定。（「洪水浸水想定区域図作成マニュアル」より）

5.0m以上：2階水没 3.0m以上：2階浸水 0.5m以上：1階浸水 0.5m未満：床下浸水（大人の移動困難）
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(2/9)

(1)概要

□法律の改正
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（R3.5.10公布、R3.7.15施行）に伴い、
水防法や河川法等が改正されました。
洪水浸水想定区域の指定対象となる河川として、「洪水による災害の発生を警戒すべきも
のとして国土交通省で定める基準に該当するもの」が追加されました。（水防法第14条)

□改正の趣旨
水防法の改正により、法改正前には浸水想定区域の指定対象とされていなかった河川、下
水道、海岸のうち、周辺に住宅等の防護対象のあるものについて指定対象に追加し、水害
リスク情報の空白地帯の解消を目指すこととされました。
⇒ 洪水浸水想定区域の指定対象河川の拡大

①洪水予報河川・水位周知河川
（追加）②県管理河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして

国土交通省令で定める基準に該当するもの
・ダム下流河川 ・住宅等の防護対象のある小規模な河川
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(3/9)

(2)ダム下流河川

□取り組み状況

土木部が管理している１６ダムの下流河川全２１河川について、令和４年度に

洪水浸水想定区域図を公表しています。

□洪水浸水想定区域の指定後の作業

市町地域防災計画の変更

ハザードマップの作成

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(4/9)

(2)ダム下流河川

□位置図
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(5/9)

(2)ダム下流河川

（参考）洪水浸水想定区域図（柞田川・前田川・粟井川）

この地図は、観音寺市の承認を得て、同市の都市計画図を複製したものである。（承認番号）令和4年7月8日 4観都第97号）
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(6/9)

(3)住宅等の防御対象のある小規模な河川

□取り組み状況

対象となる２８３河川のうち２５河川について検討を行い、氾濫しない結果と

なった丸西川を除く２４河川について、令和５年３月に洪水浸水想定区域図を

公表し、現在７１河川について洪水浸水想定区域図を作成しています。

□洪水浸水想定区域の指定後の作業

市町地域防災計画の変更

ハザードマップの作成

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(7/9)

(2)住宅等の防護対象のある小規模な河川

□位置図

公表済
作成中
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(8/9)

(2)住宅等の防護対象のある小規模な河川

（参考）洪水浸水想定区域図（一の谷川・加儀田川・軍川・藤の木川）

この地図は、観音寺市の承認を得て、同市の都市計画図を複製したものである。（承認番号）令和4年7月8日 4観都第97号）
この地図は、三豊市の承認を得て、同市の都市計画図を複製したものである。（承認番号）令和4年7月25日 三建都第177号）
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取組No.1 洪水浸水想定区域図の作成(9/9)

(2)住宅等の防護対象のある小規模な河川

□今後の取り組み

小規模な河川の洪水浸水想定区域図の作成については、各市町のハザードマップ作成の

タイミングを極力考慮した作成スケジュールとなるように修正し、令和７年度末までの

完成を目指しております。（令和５年度は４４河川の洪水浸水想定区域図の作成を予定）

R5作成予定

公表済作成中

9



取組No.2 土砂災害警戒区域等の指定(1/4)

(1)概要

□概要

平成１３年度に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律」に基づき、急傾斜地の崩壊等の土砂災害のおそれがある土地について、地形・地

質等の状況及び土砂災害防止施設等の設置状況や過去の土砂災害に関する調査（以下、基

礎調査という。）を行い、土砂災害警戒区域等（イエローゾーン及びレッドゾーン）の指

定を進めています。

出典：国土交通省ＨＰ
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(2)取り組み状況

□令和３年度までの取り組み

平成１７年度から基礎調査を進め、順次、土砂災害警戒区域等の公表・指定を行いました。

また、土砂災害警戒区域等の公表・指定を行った後に、県や市町により工事が実施された

区域等については、再度、基礎調査を行い指定区域の見直しを行っており、令和３年度末

時点で、次表のとおり公表・指定を行っています。

□令和４年度の取り組み

また、令和元年東日本台風では、土砂災害警戒区域等に指定されていない箇所で被害が

あり、「近年の土砂災害における課題等を踏まえた土砂災害対策のあり方について（R2.3

社会資本整備審議会）」では、より詳細な地形データの活用により、土砂災害が発生する

おそれがある箇所を抽出できる可能性があると示されたことから、昨年度から高精度な地

形図等を用いた抽出に取り組んでおり、令和４年度末時点で、次表のとおり公表・指定

を行っています。

取組No.2 土砂災害警戒区域等の指定(2/4)
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(2)取り組み状況

取組No.2 土砂災害警戒区域等の指定(3/4)
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(2)取り組み状況

□今後の取り組み

○土砂災害警戒区域等の未指定箇所の早期指定

土砂災害警戒区域等が公表済みであるが、土地所有者等の同意が得られず、

指定ができていない箇所について、県と市で連携しながら指定に向けて手続きを

進めます。

○見直し調査、新規箇所調査

区域を公表した後、県や市町により工事が実施された箇所について、

基礎調査を実施し、既指定区域の見直しを行います。

また、新たな土砂災害の危険性を周知するために、高精度な地形図等を

用いた抽出に引き続き取り組みます。

取組No.2 土砂災害警戒区域等の指定(4/4)
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取組No.3 ハザードマップの改良(1/2)

(1)概要

□ハザードマップ
ハザードマップは、『自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定
区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図』です。

□ハザードマップに関する法制度
ハザードマップの作成・周知に関する法制度は、「水防法」「津波防災地域づくりに関す
る法律」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」等に規定
されており、主な内容は以下の通りです。

出典：国土交通省ＨＰ
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取組No.3 ハザードマップの改良(2/2)

(2)取り組み状況

□令和４年度までの取り組み
各種の区域指定があった箇所について、県内全市町でハザードマップの作成を行っており、
各市町のホームページへの掲載及び危険箇所などの位置が分かる概要図を公民館やコミュ
ニティセンターなどの公共施設で縦覧及び掲示を行っています。

□今後の取り組み
今後、各種の区域の指定や変更があった箇所について、順次、ハザードマップを作成・更新
していくこととしています。
なお、令和５年度は、以下の市町において、ハザードマップの作成・更新を予定しています。

（令和５年度）

ハザードマップの種類

洪水浸水 高潮浸水 土砂

高松市 ○ ○ ○

丸亀市 ○

さぬき市 ○ ○ ○

小豆島町 ○

多度津町 ○ ○ ○

直島町 ○ ○

市町名

（参考：令和４年度）

ハザードマップの種類

洪水浸水 高潮浸水 土砂

坂出市 ○

観音寺市 ○ ○

三豊市 ○

綾川町 ○

市町名
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取組No.4 災害リスクの現地表示(1/2)

(1)概要

□概要
平成３０年７月豪雨による被害地域おいて、国が実施しているアンケート調査によると、
自宅が土砂災害警戒区域に含まれているかどうかを正しく認識していた人が約２割しかい
ないという結果も示されており、住民の方々の土砂災害警戒区域等への認知度が向上する
よう、土砂災害警戒区域等を表示した看板を公民館等に設置します。

出典：国土交通省事務連絡

【問】自宅が土砂災害警戒区域に含まれているか（又は含まれないか）知っていましたか。
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取組No.4 災害リスクの現地表示(2/2)

(2)取り組み状況

□これまでの取り組み
令和３、４年度は、昭和49年や昭和51年に大きな災害が発生している小豆地域において
現地表示を実施しました。

設置箇所：土庄町、小豆島町
設置数 ：45箇所 （R3：23箇所 R4:22箇所）

□今後の取り組み
また、土砂災害警戒区域が約8,000箇所と多いことから、土砂災害警戒区域内の人家
戸数が多い箇所、災害実績のある箇所等により優先順位をつけ、順次設置することと
しています。
なお、令和５年度は、優先順位に基づき、10箇所に設置する予定です。

□設置例（草壁公民館）
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取組No.5 要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の促進(1/5)

(1)概要

□要配慮者利用施設

社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施

設です。

□平成２９年の水防法等の一部改正

高潮及び洪水の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理

者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

義務付けの対象となるのは、要配慮者利用施設のうち、市町の地域防災計画にその名称及

び所在地が定められた施設です。

出典：国土交通省ＨＰ
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取組No.5 要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の促進(2/5)

(1)概要

□法改正の経緯、必要性

平成２７年９月の関東・東北豪雨や、平成２８年８月台風１０号等では、逃げ遅れによる

多数の死者や甚大な経済損失が発生しました。

全国各地で豪雨が頻発化・激甚化していることに対応するため、「施設整備により洪水の

発生を防止するもの」から「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識

を根本的に転換し、浸水や土砂災害の危険性がある要配慮者利用施設において、利用者の

迅速かつ円滑な避難の確保が必要です。

「逃げ遅れゼロ」を実現し、同様の被害を二度と繰り返さない

避難体制の構築が必要です。

平成28年8月、相次いで発
生した台風による豪雨に
より、北海道・東北地方
では中小河川で氾濫被害
が発生し、岩手県の小本
川では、要配慮者利用施
設で入居者が逃げ遅れ犠
牲になるなど、痛ましい
被害が発生しています。
（9名が死亡）
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取組No.5 要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の促進(3/5)

(2)取り組み状況

○情報共有

「大規模氾濫等減災協議会」や「要配慮者利用施設における避難体制構築に向けた情

報連絡会」を通じて、関係機関が情報を共有し、各種取り組みを円滑に実施できる体

制を整えています。

○施設管理者へ避難確保計画の作成依頼

県の所管課及び市町からの文書や会議により作成を依頼しています。また、施設管理

者への実地検査などの際に作成を依頼しています。

○作成支援ツールの提供

避難確保計画を容易に作成できるツール（様式、作成例、手引き）を必要に応じ送付

しています。

○施設管理者向け説明会の実施

避難確保計画未作成施設の管理者に対して、説明会（講習会プロジェクトなど）を実

施しています。

○個別依頼

未作成の施設に対して、個別に電話等で作成を依頼しています。
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取組No.5 要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の促進(4/5)

(2)取り組み結果

□昨年度の取り組み結果

情報共有や施設管理者へ作成依頼など、これまで行ってきた取り組みを継続して行い、半

年間で作成済み施設が１６３箇所の増となりました。

洪水浸水想定区域内 土砂災害警戒区域内 高潮浸水想定区域内

市町名 対象施設 避難確保計画 対象施設 避難確保計画 対象施設 避難確保計画

件数 作成件数 作成率 件数 作成件数 作成率 件数 作成件数 作成率

高松市 571 432 76% 79 73 92% 369 73 20%

丸亀市 151 82 54% 12 9 75%

坂出市 79 79 100% 12 12 100%

善通寺市 29 26 90% 7 7 100%

観音寺市 46 35 76% 6 5 83%

さぬき市 19 18 95% 15 13 87%

東かがわ市 17 13 76% 6 1 17%

三豊市 48 25 52% 17 11 65%

土庄町 12 12 100%

小豆島町 19 18 95%

三木町 15 14 93% 3 3 100%

直島町 4 4 100%

宇多津町 33 31 94%

綾川町 12 7 58% 2 2 100%

琴平町 24 14 58%

多度津町 57 57 100% 1 1 100%

まんのう町 15 15 100% 9 9 100%

計 1,116 848 76% 204 180 88% 369 73 20%

（令和4年9月末時点） （令和5年3月末時点）
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取組No.5 要配慮者利用施設における避難確保計画作成・避難訓練実施の促進(5/5)

(2)取り組み状況

□今年度以降の取り組み

令和３年３月に高潮浸水想定区域図、令和４年７月にダム下流河川の洪水浸水想定区域図、

令和５年３月に小規模河川の洪水浸水想定区域図を公表しました。

その結果、避難確保計画の作成が必要となる要配慮者利用施設が追加される場合があります。
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取組No.6 水害・土砂災害に関する広報の充実(1/1)

(1)概要

□概要
県では、住民の迅速な避難行動につなげるため、毎年、大雨シーズン前には、新聞等に
おいて平時における水害・土砂災害リスク情報の確認や、台風や集中豪雨のときの情報
収集等について呼びかけています。

□令和４年度の取り組み
新聞広告 R4.6.26 水害・土砂災害から命を守るために

R4.9.24 土砂災害から身を守るために
R5.3.11 巨大地震に備えよう

ラジオ R4.8.24 高松市防災啓発ラジオ（FM高松）土砂災害から身を守る

令和４年９月２４日四国新聞
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取組No.7 防災教育の促進(1/1)

・取り組み状況

【出前講座の実施（高松市立国分寺北部小学校）】

ハザードマップで小学校近隣状況の説明

模型を使用した土砂災害の説明パンフレットで土砂災害の種類と対策等の説明
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取組No.8 避難訓練への地域住民の参加促進(1/3)

住民参加型の土砂災害・全国防災訓練（さぬき市志度天野地区）

【訓練の概要】
１．開催日時：令和４年６月８日 １３時３０分～１４時３０分
２．開催機関：医療法人日昭会岡病院（要配慮者利用施設）、

さぬき市
３．訓練参加者：約３０人
４．主な訓練内容
・施設利用者の垂直避難訓練（都合により変更）
→職員の避難確保活動要領確認
・土砂災害に関する講習会

５．訓練で工夫した点
・施設の避難確保計画に基づく訓練とし、計画の
実効性を確認することとしていた。

６．訓練により判明した課題
・前兆現象の確認箇所がどこなのか、危険な場所が
どこなのか等の確認ができていなかった。

講習会の状況②

講習会の状況①
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取組No.8 避難訓練への地域住民の参加促進(2/3)

住民参加型の土砂災害・全国防災訓練（さぬき市多和東部地区）

防災行政無線の操作講習

講習会の状況

避難訓練実施状況
26



取組No.8 避難訓練への地域住民の参加促進(3/3)

住民参加型の土砂災害・全国防災訓練（東かがわ市大谷自治会）

防災まち歩きの振り返り

防災まち歩き状況①

防災まち歩き状況②
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取組No.9 ホットラインの構築(1/3)

(1)概要

□ホットラインの定義
ホットラインとは、市町村長が行う避難指示等の発令の判断を支援するための情報提供の
一環として、河川管理者から河川の情報を、市町村長等へ直接電話等で伝える仕組みです。

□都道府県管理河川におけるホットラインの必要性（ガイドラインより）
平成２８年８月の台風１０号による岩手県岩泉町の小本川で、水位観測局の水位が基準に
達した際に担当者レベルで県から町へ情報を伝達していましたが、町幹部には周知されず、
避難勧告が発令されないまま、水害が発生しました。
県管理の中小河川では急激な水位上昇を伴うことが多く、短時間での対応を迫られること
が想定されることから、市町村長の気づきを促すよう河川管理者から直接情報を提供する
意義は大きく、ホットラインの拡大及び定着を図る必要があります。

□香川県におけるホットラインの構築
香川県では、平成２９年６月の出水期から、洪水予報河川及び水位周知河川の水位情報な
ど、防災に関する情報を伝達するために市町とホットラインを構築しました。

□ホットラインのタイミング
（全般） （土砂災害） （ダム）

警戒体制をとった時 土砂災害警戒情報発表時 緊急放流開始の約１時間前
（河川） （高潮） 緊急放流を開始した時

避難判断水位到達時 高潮警報発令時 緊急放流終了時
氾濫危険水位到達時 緊急放流未実施が確定した時
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取組No.9 ホットラインの構築(2/3)

(2)取り組み状況

□ホットラインの運用（河川、土砂災害、高潮）
香川県におけるホットラインの運用について 令和5年4月現在

高　潮 土砂災害

伝達者 受達者 ホットラインを運用する要因 対象河川 基準水位局 ホットラインを運用する要因 ホットラインを運用する要因

東かがわ市 市長 湊川 与田山

津田川 弁天橋

鴨部川（下流） 脇橋

鴨部川（上流） 井戸川橋

新川（上流） 平木橋

土庄町 町長 － －

小豆島町 副町長 － －

新川（下流） 新川橋

春日川（上流） 川北橋

春日川（下流） 元山

吉田川 吉田川橋

※香東川 ※成合

本津川（下流） 国分寺

直島町 町長 － －

綾川（上流） 滝宮

大束川（上流） 上車橋

金倉川 高藪橋

綾川（上流） 滝宮

綾川（下流） 鴨川新橋

大束川（下流） 津之郷橋

善通寺市 自治防災課長 対象外 金倉川 高藪橋

綾川（上流） 滝宮

大束川（下流） 津之郷橋

本津川（上流） 福家

綾川（上流） 滝宮

琴平町 町長 金倉川 高藪橋

金倉川 高藪橋

弘田川 甲山

まんのう町 町長 対象外 金倉川 高藪橋

柞田川 黒渕橋

財田川（下流） 稲積橋

高瀬川（上流） 佐股橋

高瀬川（下流） 三野橋

財田川（上流） 長瀬橋

財田川（下流） 稲積橋

伝達機関 受達機関 伝達
手段

河　川

長尾土木
事務所

所長

電話

 ●水位周知河川については、
　 基準水位局で

　①「避難判断水位」に
　　 到達した場合
 　（高齢者等避難発令の目安）

　②「氾濫危険水位」に
 　  到達した場合
 　（避難指示発令の目安）

 ●香東川（洪水予報河川）
 　については、基準水位局で

　①「避難判断水位」に
　　 到達した場合
 　（高齢者等避難発令の目安）

　②「氾濫危険水位」に
　　　到達する見込みの場合
　　（３時間後の予測まで）
　　（避難指示発令の目安）

副市長

中讃土木
事務所

小豆総合
事務所

次長

高松土木
事務所

所長
高松市

さぬき市 市長

三木町 町長

●土砂災害警戒情報発表時
　（避難指示発令の目安）

●高潮警報発令時
　（避難指示発令の目安）

●高潮警報発令時
　（避難指示発令の目安）

●高潮警報発令時
　（避難指示発令の目安）

対象外

●高潮警報発令時
　（避難指示発令の目安）

●高潮警報発令時
　（避難指示発令の目安）

対象外

所長

丸亀市 市長

坂出市 総務部長

宇多津町 町長

綾川町 町長

多度津町 町長

西讃土木
事務所

所長

三豊市 危機管理課長

観音寺市 市長

●警報発令に伴い警戒体制をとった段階で、ホットラインの伝達者、

受達者の確認を行う

※情報伝達は伝達時の避難指示発令の有無に関わらず、
必ず行うものとする。
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取組No.9 ホットラインの構築(3/3)

(2)取り組み状況

□ホットラインの運用（ダム）
香川県におけるホットラインの運用について（ダム操作版） 令和5年4月現在

伝達者 受達者 対象ダム
調節方式

（ゲートor自然）
対象河川 ダム下流水位局 ホットラインを運用する要因

千足 自然 千足川 釿麿橋、万代橋

五名 ゲート 湊川 与田山、湊

大内 ゲート 様松川 風呂橋

大川 ゲート 津田川 落合、津田川橋

門入 自然 栴檀川 栴檀川、栴檀川下流、大井橋

前山 ゲート 鴨部川 鴨部

三木町 町長 前山 ゲート 鴨部川 井戸川橋

土庄町 町長 殿川 ゲート 殿川 蓬莱橋、西條

殿川 ゲート 殿川 －

吉田 自然 吉田川 荒魂

粟地 自然 安田大川 馬木

内海 自然 別当川 寒霞渓橋

高松土木
事務所

所長 高松市 副市長 内場 ゲート 内場川
塩江、北井
中徳、岩崎

長柄 ゲート 綾川 萱原堰、滝宮

田万 自然 田万川 諏訪成

丸亀市 市長 長柄 ゲート 綾川 滝宮

坂出市 総務部長 長柄 ゲート 綾川 鴨川新橋

五郷 ゲート 前田川 落合、井関、木之郷

粟井 自然 粟井川 丸井橋

中讃土木
事務所

所長

綾川町 町長

西讃土木
事務所

所長 観音寺市 市長

伝達機関 受達機関
伝達
手段

ダ　ム

長尾土木
事務所

所長

東かがわ市 市長

電話

　●ゲート操作を伴うダムについては、

　①緊急放流（計画規模を超える洪水時の操作）
　　に移行する約1時間前（避難指示発令の目安）
　②緊急放流を開始した時
　③緊急放流終了時又は未実施が確定した時点

 　●ゲート操作を伴わない自然調節（ゲートレス）ダムについては、

　①緊急放流となる約1時間前
　　（避難指示発令の目安）
　②緊急放流となった時
　③緊急放流終了時又は未実施が確定した時点

さぬき市 市長

小豆総合
事務所

次長

小豆島町 副町長

●警報発令に伴い警戒体制をとった段階で、ホットライン

の伝達者、受達者の確認を行う

※情報伝達は伝達時の避難指示発令の有無に関わらず、
必ず行うものとする。
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取組No.10 かがわ防災Ｗｅｂポータルの活用(1/5)

(1)概要

□かがわ防災Ｗｅｂポータル
県のホームページの「かがわ防災Ｗｅｂポータル」では、「高潮浸水想定区域」、「洪水
浸水想定区域」などの災害リスク情報や、台風などの非常時に迅速な避難行動が行えるよ
う雨量、河川水位、土砂災害の危険度などの情報を公表しています。

□確認できる情報
【気象】 【災害情報】

気象警報・注意報、土砂災害警戒情報 県内の状況、過去の災害情報について
河川水位、雨量、潮位、ダム情報など 全国災害被害情報

【台風】 【防災情報】
台風進路図、台風情報 気象庁、気象庁防災気象情報など

【地震】 【交通情報】
震度、津波情報 ＪＲ四国、ことでん、高松空港など

【道路規制】 【交通情報[高速バス]】
道路規制状況 ＪＲ四国バス、四国高速バスなど

【ハザード】 【ライフライン】
土砂災害警戒区域等、洪水浸水想定 四国電力、四国ガス、ＮＴＴ西日本など
区域、高潮浸水想定区域など 【安否情報

【避難情報】 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言版など
各市町の避難地区及び対象世帯数など

【避難所情報】
各市町の避難所の開設情報など
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取組No.10 かがわ防災Ｗｅｂポータルの活用(2/5)

(2)取り組み状況

□かがわ防災Ｗｅｂポータルの使用方法
１．検索サイトで「かがわ防災Ｗｅｂポータル」を検索

２．必要な情報の選択
① 画面上部のタグから「気象」「台風」「地震」などを選択
② 画面中部のプルダウンから選択
③ 地図を拡大したい場合は、画面左下の「ハザード地図を拡大して見る」を選択

①選択

③選択

かがわ防災Ｗｅｂポータル 検索

②選択
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取組No.10 かがわ防災Ｗｅｂポータルの活用(3/5)

(2)取り組み状況

３．レイヤ一覧から必要な項目を選択

必要な項目を選択
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取組No.10 かがわ防災Ｗｅｂポータルの活用(4/5)

(2)取り組み状況

□表示例（雨量）

□表示例（河川水位）
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取組No.10 かがわ防災Ｗｅｂポータルの活用(5/5)

(2)取り組み状況

□表示例（河川監視カメラ）

□表示例（土砂災害警戒情報）
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取組No.11 市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン活用(1/2)

(1)概要

□市町村における災害対応の現状と課題
・災害発生時には、被災地の一日も早い復旧・復興のため、地方公共団体自らが管理する
河川や道路等の災害復旧事業に主体的に取り組むことが求められています。

・しかし、近年では激甚な災害が頻発しており、大規模災害時には、技術職員が不足し
がちな小規模な市町村においては自らの職員のみで、急増する業務を迅速かつ円滑に
遂行することが困難な状況が想定されます。

「市町村における災害復旧事業の円滑な実施に係る支援方策のあり方」
（令和4年5月、市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン検討会）より引用

土木系職員は年々減少しており、
「村」の約3/4では技術系職員が既に０人

約4割の市町村では、過去10年間で
災害復旧事業を実施した経験が1回以下
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取組No.11 市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン活用(2/2)

(2)取り組み状況

□市町村における災害復旧事業の円滑な実施のためのガイドライン
対 象：災害対応に従事する市町村職員
掲載内容：既存支援制度、参考となる取組、地域の先進事例・好事例
活用方法：
平 時⇒職員相互での共有、必要となる支援のピックアップ・見直し

（eラーニング研修資料：https://www.mlit.go.jp/river/bousai/hukkyu/hukkyu_shien.html）

災害時⇒災害対策本部や手に取りやすい場所に置き、『躊躇なく』各種支援制度を活用

□確認できる情報
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